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 土地改良法（昭和24年法律第1 9 5号）第18条第17項の規定により、萱原用水土地改良区から役員の 

退任及び就任について次のとおり届出があった。 

  令和５年４月14日 

                          香川県知事  池  田  豊  人 

１ 退任した役員 

  役員の 

  種 類 

理 事 岡田 正照   綾歌郡綾川町萱原9 7 0番地１         令和５年３月31日 

  〃   小泉 雅雄   綾歌郡綾川町萱原7 7 7番地１         〃 

〃   小西 國雄   綾歌郡綾川町萱原2 2 6番地１         〃 

〃   岡田 勇    綾歌郡綾川町萱原3 6 2番地１         〃 

〃   𡧃良 健一   綾歌郡綾川町萱原3 0 5番地２         〃 

〃   中尾 俊文   綾歌郡綾川町陶4563番地１           〃 

  〃   香川 秀範   綾歌郡綾川町陶5161番地            〃 

〃   森  政弘   綾歌郡綾川町陶4734番地２          〃 

〃   川部 英則   綾歌郡綾川町滝宮9 9 2番地１         〃 

  〃   有岡 邦雄   綾歌郡綾川町滝宮6 4 3番地４         〃 

〃   山下 司    綾歌郡綾川町滝宮7 0 8番地３         〃 

〃   本井 伸一   綾歌郡綾川町滝宮1 2 4番地１         〃  

〃   塩田 英子   綾歌郡綾川町北1105番地３          〃    

監 事 中野 則   綾歌郡綾川町萱原1 9 3番地１         〃 

  〃   三好 一範   綾歌郡綾川町陶4635番地１          〃 

  〃   三好 英運   綾歌郡綾川町滝宮2 7 5番地          〃 

  〃   香西 一德   綾歌郡綾川町滝宮4 1 7番地１         〃 

２ 就任した役員 

  役員の 

  種 類 

理 事 岡田 正照   綾歌郡綾川町萱原9 7 0番地１         令和５年４月１日 

  〃   中野 則   綾歌郡綾川町萱原1 9 3番地１         〃 

  〃   岡田 敦和   綾歌郡綾川町萱原1 9 0番地１         〃 

〃   岡田 勇    綾歌郡綾川町萱原3 6 2番地１         〃 

〃   𡧃良 健一   綾歌郡綾川町萱原3 0 5番地２         〃 

  〃   香川 秀範   綾歌郡綾川町陶5161番地            〃 

  〃   三好 一範   綾歌郡綾川町陶4635番地１          〃 

  〃   森  周英   綾歌郡綾川町陶4816番地２          〃 

〃   川部 英則   綾歌郡綾川町滝宮9 9 2番地１         〃 

  〃   三好 英運   綾歌郡綾川町滝宮2 7 5番地          〃 

  〃   楠原 清一   綾歌郡綾川町滝宮7 1 5番地１         〃 

  〃   本井 伸一   綾歌郡綾川町滝宮1 2 4番地１         〃 

  〃   塩田 英子   綾歌郡綾川町北1105番地３          〃 

氏   名 住           所 退任年月日 

氏   名 住           所 就任年月日 
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  監 事 岡田 信義   綾歌郡綾川町萱原8 9 2番地８         令和５年４月１日 

  〃   三好 康生   綾歌郡綾川町陶4663番地           〃 

  〃   福家 敏雄   綾歌郡綾川町陶1681番地８          〃 

  〃   香西 一德   綾歌郡綾川町滝宮4 1 7番地１         〃 

〃   井上 勉    綾歌郡綾川町滝宮4 1 4番地６         〃 


